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議題

• 背景

• 修正案

• 公開草案「IFRS第17号とIFRS第9号の適用開始ー比較情報」の主な所見およびコメントレターにおける
Deloitteの見解

• 次のステップ
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公開草案「IFRS第17号とIFRS第9号の適用開始ー比較情報」
背景

• 多くの保険会社は、IFRS第9号「金融商品」（2018年1月1日発効）の一時的免除を利用して、その適用を延期して
おり、 IFRS第9号およびIFRS第17号「保険契約」を最初に適用するのは、 2023年1月1日以後開始する事業年度であ

る。

• しかし、この2つの基準書は、比較情報の表示に関して異なる経過措置を規定している。

o IFRS第17号は、比較情報の修正再表示を要求している。

o IFRS第9号は、比較情報の修正再表示を容認しているが、適用開始日前に認識が中止された項目の比較情

報の修正再表示を認めていない。
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公開草案「IFRS第17号とIFRS第9号の適用開始ー比較情報」
背景 (続き)

公開草案の項目 IFRS第9号 IFRS第17号

適用開始日 2023年1月1日 2023年1月1日

移行日 該当なし 2022年1月1日 (または表示した最も古い修正再
表示した比較対象期間の期首)

遡及適用 要求される、ただし、一部個別の例外および救
済措置がある

要求される、ただし、一部個別の例外および救
済措置がある

比較情報の修正再表示 容認される、ただし、事後的判断を使用せずに
可能な場合に限る

適用開始日の直前の事業年度から要求される

遡及適用の範囲に含まれ
る項目

IFRS第9号の適用範囲に含まれるすべての金融

資産で、適用開始日時点において継続して認識
されているもの

IFRS第17号の適用範囲に含まれるすべての保

険契約で、移行日時点において継続して認識さ
れているもの、および移行日時点またはそれ以
降に認識されるもの

保険者1がIFRS第9号の一時的免除を利用する場合の、IFRS第9号とIFRS第17号の経過措置に係る要求事項の比較

1 保険者の決算日は12月31日と仮定する

注:上記の表は、2021年5月のIASB審議会のアジェンダ・ペーパー2からの抜粋である。
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公開草案「IFRS第17号とIFRS第9号の適用開始―比較情報」
背景（続き）

以下の表は、保険者1がIFRS第9号の比較情報を任意で修正再表示し、IFRS第9号とIFRS第17号を2023年1月1日から

適用する場合に、異なる基準がどのように適用されるかをまとめたものである。

2022年度財務諸表 2023年度財務諸表

関連する年度 2022年度
修正再表示された2022
年度の比較情報

2023年度

2023年1月1日時点において継続して認識されて
いる金融資産

IAS第39号 IFRS第9号 IFRS第9号

2022年1月1日から2023年1月1日の間に認識が
中止された金融資産

IAS第39号 IAS第39号 該当なし

保険契約負債 IFRS第4号 IFRS第17号 IFRS第17号

注：上記の表は2021年5月のIASB審議会のアジェンダ・ペーパー2からの抜粋である。

1 保険者の期末日は12月31日であると仮定する。
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公開草案「IFRS第17号とIFRS第9号の適用開始―比較情報」
背景（続き）

以下は、IFRS第9号とIFRS第17号の適用を同時に開始し、かつIFRS第9号の比較情報を修正再表示する選択を行う場
合、両基準の経過措置に係る要求事項が異なる結果として生じる導入上の重要な課題の一部である。

• 認識が中止された金融資産に対するIFRS第9号の適用は認められないため、比較情報には、IFRS第9号とIAS第39
号の両基準を使用して分類・測定された金融資産が混在することになる。

• IFRS第9号およびIFRS第17号の適用開始時に表示される比較情報において、保険契約負債と金融資産との間に会
計上のミスマッチが生じ得るため、比較情報の有用性に重大な影響を及ぼす結果となる。

• IFRS第9号が適用される金融資産を識別するために比較対象期間の末日まで待つ必要があるため、比較情報を修
正再表示することを選択する保険者にとっては、運用上の課題がある。
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公開草案「IFRS第17号とIFRS第9号の適用開始―比較情報」
修正案

提案している分類上書きを適用することにより、IFRS第17号への移行日からIFRS第9号の分類および測定の要求事項

が金融資産にずっと適用されていたかのように、当該金融資産の比較情報を表示することが認められる。ほとんどの
保険者にとって、IFRS第17号への移行日は2022年1月1日となる。

提案している分類上書きは、適用開始日から適用されるため、IFRS第9号と整合的な比較情報を創出することによって、
異なる報告期間における比較可能性を高めることができる。

提案している分類上書きの主な特徴には以下が含まれる。

• 範囲
o IFRS第9号に関する比較情報が修正再表示されない金融資産に対する任意適用。ただし、保険契約に関連し
ない金融資産は除く。

o IFRS第17号への移行日前の報告期間についての比較情報には適用されない。
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公開草案「IFRS第17号とIFRS第9号の適用開始―比較情報」
修正案

提案された分類上書きの主な特徴には以下が含まれる（続き）。

• 金融商品ごとの適用

• 移行日時点に入手可能な合理的で裏付け可能な情報の使用

• IFRS第9号の減損に係る要求事項の任意適用（金融商品ごと）

• IFRS第17号への移行日の期首の利益剰余金（または適切な場合には、資本の他の内訳項目）における、分類上
書きの影響の認識

• 企業が分類上書きを適用する旨の開示

IFRS第9号の適用開始日に分類上書きを適用した金融資産についても、保険者はIFRS第9号の経過措
置を適用することが要求される。
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公開草案「IFRS第17号とIFRS第9号の適用開始―比較情報」
比較情報をIFRS第9号について修正再表示していない金融資産

Financial assets derecognised in the comparative information for 
insurers restating comparative information applying IFRS 9.

All financial assets for insurers not restating comparative 
information applying IFRS 9.

restatement of these 
financial assets are not 
permitted under IFRS 9

提案されている分類上書きは、比較情報をIFRS第9号について修正再表示していない金融資産にのみ利用可能となる。
したがって、提案されているアプローチは、次の両方に利用可能である。

IFRS第9号を適用して比較情報を修正再表示する保険者につい

て、比較対象期間に認識が中止された金融資産

IFRS第9号を適用して比較情報を修正再表示しない保険者につ

いて、すべての金融資産

これらの金融資産の修正

再表示はIFRS第9号では

認められていない。
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公開草案「IFRS第17号とIFRS第9号の適用開始―比較情報」
IFRS第9号の予想される分類

提案している分類上書きを適用して、金融資産の予想される分類は、移行日時点に入手可能な合理的で裏付け可能な
情報を使用して決定される。

IAS第39号の分類

（例 償却原価で測定し
た金融資産）

予想される分類

（例 その他の包括利益を通じ
て公正価値測定した金融資産）

金融資産についての比較情報を
IFRS第9号の要求事項が、当該金

融資産にずっと適用されていたか
のように表示される。

この適用の結果は、IFRS第17号へ

の移行日の期首の利益剰余金に
認識される。

IFRS第17号の移行日
(例 2022年1月1日)

合理的で裏付け可能な情報

は、IFRS第9号の遡及適用の

準備のために実施されるパラ

レル・ランの作業を活用でき

る場合がある（事前分析）。
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公開草案「IFRS第17号とIFRS第9号の適用開始―比較情報」
IFRS第9号の予想される分類（続き）

提案されている分類上書きは、IFRS第9号の経過措置を修正していない。

企業は、適用開始日時点で認識が中止されていない金融資産について、IFRS第9号の要求事項を適用することが要
求される。Deloitteは、変更が必要となるシナリオは実務上非常に限定されると予想している。

予想される分類
(例その他の包括利益を通じて
公正価値測定した金融資産)

IFRS第9号の分類
(例純損益を通じて公正価値

測定した金融資産)

IFRS第9号の適用開始日

IFRS第9号の要求事項を適用

• 事業モデルの評価

• 予想信用損失の評価
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コメントレターにおける、公開草案 「IFRS第17号とIFRS第9号の適用
開始ー比較情報」のDeloitteの主な所見

• Deloitteは、公開草案の提案を支持し、当該提案が改善されると信じるいつくかの分野において、次のとおり提案を
行った。

• IFRS第9号適用の一時的な延期についてのIFRS第4号に規定された範囲と分類上書きの範囲を整合させる。

• IFRS第9号の予想信用損失の減損（ECL）モデルの適用について、金融商品ごとではなく、会計方針の選択と
する。

• 分類上書きが適用された理由および方法について、財務諸表利用者にとってより有用な情報を提供するため
に開示の要求事項を追加する。
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公開草案「IFRS第17号とIFRS第9号の適用開始―比較情報」
コメントレターにおけるDeloitteの見解

公開草案の条文 Deloitteコメントレター

C28E項(a)

分類上書きを適用する
範囲

Deloitteの見解

“我々は公開草案C28E項(a)がIFRS第17号の範囲に含まれる保険契約に関連しない活動で保有している
金融資産に対して分類上書きを適用することを禁止している点に留意した”

“我々は、分類上書きが適用されない金融資産は企業の財務諸表全体に対して重要でないと認識してい
るが、我々はIFRS第9号の一時的な免除範囲と当該公開草案との範囲の相違は不必要な運用上の複雑
性を作り出すと考えている“

Deloitteの提案

“我々は審議会がIFRS第17号を採用する前の直近時点までIFRS第9号の一時的な免除を適用する企業
に対してすべての金融資産を公開草案が提案している分類上書きの適用を許容されるべきと提案する”
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公開草案「IFRS第17号とIFRS第9号の適用開始―比較情報」
コメントレターにおけるDeloitteの見解

公開草案の条文 Deloitteコメントレター

C28C項
IFRS第9号予想信用損失

モデルの選択適用の適
用範囲

Deloitteの見解

“我々は企業がIFRS第9号の減損モデルである予想信用損失モデルを適用することを許容する（要求事
項としない）提案に同意する”

Deloitteの提案

“我々は公開草案から推測される通り、IFRS第9号で設定されている予想信用損失モデルの要求事項を
適用するまたは適用しないの決定は個々の金融商品ごとに決定されることよりもむしろ一貫して決定さ
れる会計方針の選択とするべきことを提案する。会計方針の選択適用は、IFRS第9号予想信用損失モ
デルの採用が比較情報のすべての金融資産の対して一貫して適用されることになると確信している”
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公開草案「IFRS第17号とIFRS第9号の適用開始―比較情報」
コメントレターにおけるDeloitteの見解

公開草案の条文 Deloitteコメントレター

C28A項

分類上書きの理由で要
求される開示事項

Deloitteの見解

“我々は企業が分類上書き利用した事実を開示する提案について同意する”

Deloitteの提案

“我々は企業が分類上書きを適用する（例:会計上のミスマッチを低減）ために選択した理論的根拠を開
示することおよび企業が開示している財務情報がどのように作成されているのかについて財務諸表利用
者に対して追加情報を提供する要求事項（例:企業が、ある金融資産またはすべての金融資産に適用し
ているかどうかおよびIFRS第9号の中で規定している予想信用損失引当金を適用しているかどうか）をど
のように適用したか開示することは有用であると考えている。”
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次のステップ
• 審議会は、2021年9月27日までに受け取ったコメントを考慮し、修正案を進めるべきかどうかを決定する。

• 審議会は、2021年度末までに結果による修正を2021年度末までに完成させることを計画している。
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コンタクトの詳細
Francesco Nagari
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+852 2852 1977 or frnagari@deloitte.com.hk

Keep connected on IFRS Insurance with Deloitte:

• Follow my latest            posts @francesco-nagari-deloitte-ifrs17 

• Follow me @Nagarif on 

• Subscribe to the Insights into IFRS Insurance Channel on   

• Connect to Deloitte’s IFRS Insurance Group on             for all the latest IFRS news

• Add Deloitte Insights into IFRS Insurance (i2ii) at www.deloitte.com/i2ii to your internet favourites

• Visit:

• IAS Plus IAS Plus — IFRS, global financial reporting and accounting resources

• Deloitte Accounting Research Tool Home | DART – Deloitte Accounting Research Tool
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https://dart.deloitte.com/iGAAP
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